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はじめに：報告の目的

イスラエル入植関与企業：１１２社名公表
１７社（米、蘭、英、仏、タイ、ルクセンブルク）
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はじめに：報告の目的
• ビジネスと人権における国際人権法の越境的実施

（transnational legal process （Koh(1997))

多様な国際的な人権保障プロセスのに関わる多様なアクター

国内的実施／国際的実施を補完するもの

• 国際機関による企業の規制

国連人権理事会によるイスラエル入植関与企業名リストの公表（２０２０年）

国際人権基準の企業に対する行為規範の実効性から前進か

例）naming & shaming ⇔ 指導原則の枠組み（showing & knowing）

企業に対する国際人権法の実施策として一般化できるのか
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主流化の中心
①国連「保護・尊重・救済」枠組（2008年）
②「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年)

国連「ビジネスと人権」に関する指導原則の背景とその後
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国際政治学者ジョン・G・ラギー（国連グローバルコン
パクトの生みの親）が国連事務総長特別代表（2005

～2011年）として草案作成
国連人権理事会に対する勧告（recommendation)と
して①を提出、①を運用化するものとして②を作成。
2011年国連人権理事会が全会一致で承認。



国際政治・国際関係論からのアプローチ
（コンストラクティビズム、グローバル・ガバナンス論）

（１）規範のライフサイクル

規範：特定のアクターの集合体において、許される行動と許されない行動、すなわち適切な行動に関する

共通の期待を示すようなアイディア

大矢根聡編『コンストラクティヴィズムの国際関係論』（有斐閣、2013年）、11-12頁。

①規範の誕生

②規範の伝播

③規範の内面化

⇒国家が国際規範を遵守する原理が「結果の論理」から「適切性の論理」へシフトすること

*John G. Ruggie, “What Makes the World Hang Together? Neo-utiliatianism and the 
Social Constructivist Challenge” (1998)

規範（企業は国際的な人権基準を尊重）の実効性
国際人権法の企業に対する行為規範性
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国連「ビジネスと人権」に関する指導原則の背景

１９７０年代：先進国の多国籍企業が途上国へ進出

ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針（1976年）、

ＩＬＯ多国籍企業宣言（1977年）

多国籍企業に関する国連行動綱領案（92年廃案）

１９８０年代：多国籍企業による先住民族の権利侵害などが国連の関心事項に

１９９０年代：企業の社会的責任（ＣＳＲ）の広がり

２０００年：国連グローバル・コンパクト発足

国連ミレニアム開発目標（MDGs）：

途上国を対象とした８つの開発目標

２００３年：☆多国籍企業等の人権責任規範が国連小委員会で採択

国家、企業、市民社会の間で対立⇒ラギー氏国連事務総長特別代表に任命

２００５年：新たな「ビジネスと人権」に関する規範の策定開始

２０１０年：ＩＳＯ２６０００（社会的責任に関するガイダンス規格）発行

２０１１年：国連「ビジネスと人権」に関する指導原則が承認
6

http://platformlondon.org/tag/ogoni/

https://www.businessinsider.com/how-nike-

solved-its-sweatshop-problem-2013-5

https://www.ugokuugokasu.jp/



企業の人権尊重責任として次の方針やプロセスを実現
(1)人権尊重を盛り込んだ基本方針の表明
(2)人権に関する影響を特定、予防、軽減、説明するための

人権デューディリジェンス（「相当の注意」）プロセス
①事業活動および関係性（バリューチェーン）の人権影響評価
②人権影響評価の結果の組織への統合
③パフォーマンスのトラッキング（追跡評価）
④外部へのコミュニケーション（報告）

(3)人権への悪影響を是正・救済するためのプロセス

①企業が人権を尊重する責任 （尊重＝侵害しない）
②最低限の人権として「国際的な人権基準」

国際人権章典（世界人権宣言、自由権規約、社会権規約）
ILO中核８条約

③自社の事業活動および関係性（バリューチェーン）が対象

指導原則では企業に何が求められているのか
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人権課題はCSR

活動のなかで
個々に取り組ま
れ、体系的にマ
ネジメントとして
取り組まれてこな
かったことが問
題



国際政治・国際関係論からのアプローチ
（コンストラクティビズム、グローバル・ガバナンス論）

（２）グローバル・ガバナンスの複合性

・問題領域、主体、方法の多様性 ⇒ ガバナンスの多層性

・多中心型ガバナンス

プライベート・レジーム論

レジーム複合体論、権威者間相互作用論

オーケストレーション（orchestration)論

⇒公共の法政策のシステム／ステークホルダーを含む市民ガンバナ
ンスシステム／企業のガバナンスシステム

内面化をもたらすもの

社会的相互作用

人権に関して多国籍企業の行動に
影響を与えるための
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国連「ビジネスと人権」に関する指導原則とその後
～国際レベルでの動き～

2011年：国連「ビジネスと人権」に関する指導原則が承認

OECD多国籍企業行動指針などが改定（「人権」追加）

国連グローバル・コンパクト10原則に

2014年：人権理事会決議：加盟国に国別行動計画（ＮＡＰ）の策定を要請

「ビジネスと人権」条約草案のための政府間作業部会設置

（投資本国の人権保護義務（予防・救済））

2015年：持続可能な開発目標（SDGs）

G7エルマウ・サミット首脳宣言で指導原則を支持

2016年 日本政府が国別行動計画（NAP）の策定を宣言

2017年 ＩＬＯ多国籍企業宣言改訂（第５版）

G20ハンブルグ・サミット首脳宣言で指導原則にふれ

グローバルサプライチェーンでの人権促進にコミットメント

2018年 責任ある企業行動（RBC）のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス

2019年 G7労働雇用大臣会合（フランス・パリ） ソーシャルコミュニケで ＊Ｇ２０大阪サミット

2020年 国連人権理事会イスラエル入植加担企業リスト公開（3月）

2021年？ 国連でビジネスと人権に関するグローバル・アクション・プランの作成へ
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2011年ＥＵのＣＳＲ新戦略：

ビジネスと人権についての国別行動計画の策定を求める

⇒2013年英国、オランダ…とＥＵ各国による策定が続く

2014年ＥＵの人権・民主主義に関するＥＵアクションプラン（現在まで続く）

2015年英国現代奴隷法

2016年日本政府ＮＡＰ策定宣言（SDGs実施指針に明記）

2017年仏企業注意義務法／ＥＵ紛争鉱物規制

日本経団連企業行動憲章の改訂

2018年オーストラリア現代奴隷法（2019年1月施行）

2019年オランダ児童労働デューディリジェンス法（2020年1月施行）

東京2020組織委員会「持続可能性に配慮した調達コード（第３版）」

日本政府ビジネスと人権に関するベースラインスタディの発表

2020年 日本「ビジネスと人権」に関する行動計画原案発表

ＥＵの人権デューディリジェンスの義務化（mandatory human rights DD)の検討10

国連「ビジネスと人権」に関する指導原則とその後
～地域・国レベルでの動き～

https://ec.europa.eu/growth/content/european-

commission%E2%80%99s-strategy-csr-2011-2014-

achievements-shortcomings-and-future-challenges_en



指導原則の国際政治学からの検証（Ruggie)

①「銀の弾丸などない」現状における「強制的」対「自発的」の対立

ラギーが国連事務総長特別代表に任命された2005年は、企業活動における人権
侵害に対処するために、法的義務を企業に課す強制的なアプローチをとるか、そ
れとも企業の自発性に基づくアプローチをとるか、分裂した論争が展開され、国際
社会の取組みに行き詰まりが生じていた。

ビジネスと人権を取り巻く複雑な状況は、「強制的」か「自発的」かの選択で解決
できるような、唯一または簡単な方法などない。

人権に関して多国籍企業の行動に影響を与えるには、三つの異なるガバナンス・
システム、すなわち公共の法政策のシステム、ステークホルダーを含む市民ガバ
ナンスのシステム、そして企業のガバナンス・システムを総動員して、問題に対処
しなければ解決はない。
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指導原則の国際政治学からの検証（Ruggie)

②法的拘束力を持つ文書ではなく、規範となる「政治的に権威のある解決策」

ラギーが重視したのは、〈規範〉のような法的拘束力を持つ文書ではなく、

規範のような異なる関係者にとって共通認識となる「政治的に権威のある解決策」

＊2003年の「多国籍企業その他のビジネス活動の人権に関する規範」

アイディアによる行動の統制を重視するコンストラクティヴィズムに立ったラギーなら
ではの戦略であり、徹底的に2003年〈規範〉を論破、企業には法的義務がないことを
強調する意味で「責任」を用いた。
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2003年の「人権責任規範」とは

A. General obligations

1. States have the primary responsibility…,including ensuring that transnational 

corporations and other business enterprises respect human rights. Within their 

respective spheres of activity and influence, transnational corporations and other 

business enterprises have the obligation to promote, secure the fulfilment of, 

respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as 

well as national law, including the rights and interests of indigenous peoples and 

other vulnerable groups.

義務内容
差別の禁止／人の安全への権利
労働者の権利／国家主権の尊重
消費者保護の義務／環境保護の義務

履行手段
国家の法政策／ＮＧＯの役割
国連によるモニタリング
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③規範の誕生における法的義務と社会的責任の舵取り

一方で、ラギーは企業に対する法的規制を否定しているわけではな
い。

「ビジネスと人権」に対する議論が分裂した段階では、いきなり企業に
法的義務を課すことよりは、企業行動に影響を与える共通認識を構
築する方が優先される。

その共通認識である規範を誕生させる戦略として、国家や企業といっ
たアクターが規範に真っ向から異議や抗議を行うことを見栄えが良く
ないとする環境をいかに設定するかであり、そこで鍵となるが法的義
務ではない、（社会的）責任なのである。

指導原則の国際政治学からの検証（Ruggie)
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④規範のライフサイクルと多中心型ガバナンスの相互作用

ラギーは、強制的か自発的かという二分論を越えて進むことと、そして、
時がたつにつれ累積的な変化を生み出し大規模な成功へとつながっ
ていくような、賢明に組み合わされた補強しあう政策手段を目指す

そこで多国籍企業の行動に影響を与える三つのガバナンスにおいて、
枠組み、そして指導原則が規範となるよう働きかけていった。

⇒世界中で開催された47回の公式協議に代表されるように、政府、企
業、NGOを含むステークホルダー、そしてOECD、国際金融公社
（IFC）、ISO、EUといった国際機関もそのプロセスに関与させ、規範の
誕生とともに、伝播を実現していった。なかでも国連人権理事会の全
会一致による承認が必要であったことを強調

指導原則の国際政治学からの検証（Ruggie)
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「内面化という虚構」
⇒指導原則という規範が誕生し、伝播されたわけだが、「規範の内面化」という課題が残された。

＊ラギー特別代表が果たしたオーケストレーターとしての役割は極めて重要（山田（2017年））

＊国連事務総長特別代表としての最後の勧告

「規範の内面化」として指導原則の埋め込み、実施に取り組むべき

⇒ライフサイクルの最終段階である内面化に至ることで、規範は多くの主体によって遵守され、

共同体の秩序は維持される。

⇔規範の内面化が必ずしも規範の実効性を生み出すわけではない。

実態からかけ離れている場合、具体的な行動基準や指標を欠く場合、

負担が大きい場合などに遵守ギャップ

実効性を伴わない「形式的内面化」に陥りやすい

小川裕子「内面化という虚構：国際規範の法制度化と実効性」（西谷真規子編著『国際規範はどう実現されるか」
（ミネルヴァ書房、2017年） 16



イスラエルによる入植活動と国際法

（１）国際社会によるコンセンサス

旧国連人権委員会の特別手続（1993年～現在まで）

「1967 年以降占領されているパレスチナ領域における人権状況に関する特別報告者」を設置

国際司法裁判所勧告的意見（2004年）

占領されたパレスチナ領域における分離壁の建設について国際法（国際人権条約）違反

国連安全保障理事会決議2334（2016年） ＊36年ぶり（2016年12月23日）

イスラエルがパレスチナ占領地で進めている入植活動を批判し、活動の即時停止を求める決議

(2)占領されたパレスチナ地域における人権侵害

〇イスラエル政府による公的かつ直接的な入植地計画・建設等への関与・先導

インフラ建設、ユダヤ人の移住の奨励、パレスチナ人所有地の没収（「軍事的」徴用や国有地化等）等

〇パレスチナ人に対する人権侵害

自決権、土地没収・強制移住、移動の自由への制約、水への権利への制約、人権擁護者に対する侵害等
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データベース報告の背景
• 1967年以降に占領されたパレスチナ地域の人権状況に関する特別報告者

（第5代目：Richard Falk）（2012-2014年）⇒2012年＆2013年報告書

• 国連人権理事会決議19/17（2012年）により設置された

独立の国際事実調査ミッション報告書（2013年）⇒企業による入植活動の関与

• 国連人権理事会決議22/29（2013年）、25/28(2014年）

⇒国連加盟国に対し指導原則の実施

⇒指導原則の実施を国連諸機関（作業部会や国連人権高等弁務官含む）

• 国連人権理事会決議28/26 (2015年）⇒企業に対して勧告

• 国連人権理事会決議31/36（2016年）

⇒イスラエル入植に関与する企業データベースの作成を求める

• 国連人権理事会決議34/31(2017年）

⇒「企業活動による人権への負の影響の緩和できない性質」

• 国連人権高等弁務官「イスラエル入植に関与する企業データベース報告」（2018年, 2020年）18
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https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/hp-spins-

israeli-checkpoints-role-reducing-friction-palestinians

〇検問所
→パレスチナ人の

移動の自由の制限に。

自由権規約
第１２条
１ 合法的にいずれかの国の領域内
にいるすべての者は、当該領域内に
おいて、移動の自由および居住の自
由についての権利を有する。

特別報告者2012年報告書：
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http://elderofziyon.blogspot.com/2015/06/

gazans-set-up-israeli-checkpoint.html
https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/hp-spins-

israeli-checkpoints-role-reducing-friction-palestinians

○HP社（米）は、パレスチナ入植地や検問
所でイスラエル政府にIDカードシステム
を提供。

○パレスチナ人の移動の自由の制限に。

特別報告者2012年報告書



独立の国際事実調査ミッション報告書（2013年）

「企業の影響」（paras. 
〇パレスチナ人労働者の権利侵害

a.入植地や壁等の建設および拡大のための機材・物資の供給

b.入植地や壁、入植地と直接つながる検問所のための監視および識別機器の供給

c.住居、財産の解体、農地、温室（ビニールハウス）、オリーブ畑や作物地の破壊のための機材の提供

d.セキュリティに関するサービス、機材およびマテリアルを入植地で事業を行う企業に提供

e.移動手段を含む入植地の維持と存在を支えるサービスや公共財を提供

f.住宅やビジネス開発のための融資を含む、入植地およびそこでの活動を開発、拡大、または維持に寄与する
銀行および金融事業

g.水や土地といった天然資源をビジネス目的で使用

h.パレスチナ人村における公害および廃棄物投棄またはそこへの移送

i.パレスチナ人の金融・経済市場の封じ込め、パレスチナ企業に不利益を与える行為（例えば移動の制限、行
政上および法的制約を通じて）

j.入植者が全部または一部を所有する企業の利益および再投資を入植地の開発、拡大、維持を目的に活用

〇入植地で一部または全部の生産がなされている製品の「イスラエル産」のラベリング

2018年報告書
入植地に関わる活動：a, b, d, e, f, I

入植活動一部である活動: c, g, h, j
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独立の国際事実調査ミッション報告書（2013年）

勧告（para.117)

企業は、指導原則とともに国際法に従い、パレスチナ人の人権への
負の影響を与えないために、その活動の人権影響を評価し、必要な
手段（入植地でのビジネス利益をやめる）をとらなければならない。

全ての加盟国は、パレスチナ入植活動に関与する自国企業が、その
事業活動全体において人権を尊重することを確保するよう適切な措
置をとる。

ビジネスと人権作業部会に当該問題に
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A/HRC/37/39（2018年1月26日）

イスラエル入植（のパレスチナの人々
の人権への影響を調査するための報
告書に書かれた）活動に関与するすべ

ての企業のデーターベース

調達：資源開発業、農業、製造業
委託：農業、製造業
事業：民間セキュリティ、建設業、輸送業
投資：銀行業
流通：旅行業、情報通信業、不動産業



国連人権高等弁務官「イスラエル入植に関与する企業デー
タベース」（A/HRC/37/39）（2018年2月1日）

企業の責任（paras.35-41)

〇指導原則により企業の独立した補完的な責任で、国際的に認められた人権基準を尊
重する責任

〇紛争影響地域では「強化された人権デューディリジェンス 」

人権影響評価の頻度を高める／事業に関係するすべての取引先に対し人権報告・公表
の要請など

デューディリジェンスの実施自体が人権侵害の惹起・助長による責任を解除するもので
はない

〇入植地が国際法違反であることの国際社会のコンセンサスの重み、そしてイスラエル
の侵害行為の組織的かつ蔓延した状況を考慮すると、「活動」に関与する企業が指導原
則および国際法に合致した方法で起業活動をしている状況を想像することが難しい。こ
の見解は、国連人権理事会決議34/31において「企業活動の人権に対する負の影響の
緩和できない性質」に触れたことからいえる(para.41)
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国連人権高等弁務官「イスラエル入植に関与する企
業データベース」（A/HRC/43/71）（2020年2月12日）

〇企業１１２社（イスラエル以外の企業１７社）

2018年報告での208社のうち、188社がさらなる考慮の必要性

OHCHRから118社の書簡の送付、情報の提出等を経て、112社。

〇関与（involved)

「活動」のうち１つ以上に明確で直接的なつながりのある実体をともった企
業活動

・企業自身が「活動」を行う場合

・「活動」を行う子会社の株式保有率の多数を占める親会社の場合

（株式保有率がマイナーの場合は含まれず）

・「活動」を行う企業が自社のフランチャイズやライセンシーである場合25



考察：実効性の観点からの前進か？

〇国際法違反状況に対する国際的なコンセンサスのある場合

「企業活動の人権に対する負の影響の緩和できない性質」

〇内面化である実施のなかで指導原則という「規範」の揺らぎ

⇒naming & shamingのアプローチ

（⇔knowing & showing：指導原則）

⇒involvedという概念

（⇔causing, contributing, directly being linked)

＊2014年国連ビジネスと人権に関するWGのステイトメント
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